
 

 

      

高齢者熱中症対策空調機設置費補助事業について 

 

１ 趣旨 

夏場の高齢者の熱中症対策として、空調機未設置の住居で生活している住民税非

課税世帯に空調機の設置費を補助することにより、高齢者の家屋内での熱中症の予

防を図るもの。 

２ 事業内容 

 支給対象者 

６５歳以上の高齢者のみの住民税非課税世帯のうち、住居として使用している

家屋内に空調機の設置が１台も無い世帯（対象見込世帯数 ７１３世帯） 

 補助対象経費 

  エアコンの設置に要する経費（標準工事費を含む） 

（補助上限額 １件あたり５４，０００円（生活保護基準額と同額）） 

３ 予算措置 
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